
土地取得特別会計 
 

 

 公用もしくは公共用に供する土地または、公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得するた

めに、土地開発基金から貸付けを受け、事業の円滑な執行を図ってきた。 

 

 現在保有している土地は、土地開発基金からの借入金と利子等によって取得した土地で、保有状況は次のとおり

である。 

 

＜平成２７年度末土地保有状況＞ 

内    容 面  積（㎡） 金  額（円） 

公共用地（松ヶ丘中町） ２，３８３．３７  ３０６，０１３，６８０  

調整池進入路用地（大師町） ８６．５９  ７，０７４，４０３  

公共施設用地（長野町） ５，２７９．０７  ２，５４２，２３５，１６０  

河内長野市が施行する事業の代替地（長野町） ２０７．４０  １５，３３２，６４５  

合    計 ７，９５６．４３  ２，８７０，６５５，８８８  

 

土地開発基金の状況 

基金の残高は、平成２７年度末現在は１，０７４，５０９，１６０円である。 

 

 

公共用地取得事業                           

  

公用、公共用、公益のために必要な土地をあらかじめ土地開発基金で取得することにより、事業の円滑な執行を

図った。 

 

１．公共用地取得事業 

  平成２７年度おいては、大阪府との基本協定等に基づく大阪府の施行する一般国道３７１号交通安全施設等整

備事業用地を取得するなど、円滑に事業用地を取得するために土地開発基金を用いて買収した。 

事  業  名 買収面積（㎡） 

一般国道３７１号交通安全施設等整備事業 ９８．９６  

河内長野市が施行する事業の代替用地 ２９３．９２  

 


